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2025 年 4 月 23 日 

各    位  

 
不動産投資信託証券発行者 
 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 5 号 
 One リート投資法人  
 代表者 執行役員 鍋山 洋章 
  （コード番号：3290） 
  
資産運用会社 
 みずほリートマネジメント株式会社 
 代表者 代表取締役社長 鍋山 洋章 
 問合せ先 経営管理部長 三束 和弘 
 TEL：03-5220-3804 

 

資産運用ガイドラインの一部変更に関するお知らせ 

 

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である

みずほリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日、2025年5月27日

に開催予定の本投資法人の第7回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）において規約の一部変

更に係る議案（以下「本議案」といいます。）が原案のとおり承認可決されることを条件として、本資産

運用会社の資産運用ガイドラインを一部変更（以下「本変更」といいます。）することを決定しましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本議案の詳細については、2025年4月14日付「規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

記 

 

1. 本変更の目的 

本投資法人は、これまで、主としてオフィスビルに対して投資を行う方針としておりましたが、これ

まで以上に中長期にわたる安定的な収益確保と成長性の両面を追求するポートフォリオ構築を目指すこ

とを目的として、今後は主たる用途を限定することなく、オフィスビル、ホテル、住宅、商業施設及び

その他用途の不動産に対して投資を行う方針に変更すること等を内容とする規約の一部変更に係る議案

を本投資主総会に付議しています。これに伴い、資産運用ガイドラインにおいても、規約に定める投資

方針に従ったポートフォリオ構築方針に改める等、資産運用ガイドラインの一部変更を行うものです。 

本変更により、市場環境に応じた取得機会の拡大と資産入替の推進を図り、ポートフォリオの課題へ

の対処と質的改善を一層進めてまいります。 
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2. 主な変更内容 

下線は変更部分を示します。 

 

（1）基本戦略、ポートフォリオ構築方針 

変更前 変更後 

本投資法人は、投資法人の規約に定める投資方針に

従い、主としてオフィスビルに対して投資を行う。

重点投資対象はミドルサイズのオフィスビルとし、

それ以外のオフィスビルも組入れながら、中長期に

わたる安定的な収益確保と成長性の両面を追求す

るポートフォリオ構築を目指す。なお、不動産マー

ケットの状況等に鑑み、ポートフォリオの収益安定

性の向上や投資機会確保等の観点からオフィスビ

ルと異なる用途の資産（以下「その他の用途の資産」

という。）にも投資を行うことがある。 

 

用途別投資割合（注1） 

投資対象 オフィスビル 
その他の用途 

の資産 

投資割合 90％以上 10％以下 

 

投資対象地域 

投資対象 

地域 
東京経済圏（注3） 

地方政令指定都市

及び地方政令指定

都市に準じた地方

中核都市（注4） 

投資割合 70％以上 30％以下 
 

本投資法人は、投資法人の規約に定める投資方針に

従い、主たる用途を限定することなく、オフィスビ

ル、ホテル、住宅、商業施設及びその他用途の不動

産に対して投資を行い、中長期にわたる安定的な収

益確保と成長性の両面を追求するポートフォリオ

構築を目指す。 

 

 

 

 

 

用途別投資割合（注1） 

投資対象 オフィスビル 

ホテル、住宅、 

商業施設及びその

他用途の不動産 

投資割合 50％以上（注2） 50％以下（注2） 

 

投資対象地域 

投資対象 

地域 

日本国内において、ポートフォリオの

地域分散を考慮しながら、投資対象と

なる資産の用途に適した地域 

投資割合 － 

 

（注 1）投資割合は、取得価格ベースとし、消費税その他の取得に係る諸費用を除きます。以下、同様です。 

（注 2）資産の取得又は売却の結果、一時的に各投資割合の目途から乖離することを許容します。 

（注 3）東京経済圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。以下、同様です。 

（注 4）地方政令指定都市とは、東京経済圏以外に所在する政令指定都市をいい、地方中核都市とは、東京経済圏以外に所在する

地方政令指定都市以外の県庁所在地又はそれに準ずる都市をいいます。 
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（2）用途毎のポートフォリオ構築方針 

変更前 変更後 

オフィスビル 

立地 

東京経済圏（投資の中心）並びに一定の

賃貸需要を見込める地方政令指定都市

及び地方政令指定都市に準じた地方中

核都市 

物件タイプ 

ミドルサイズのオフィスビル（注2） 

（重点投資対象）及びそれ以外の 

オフィスビル 

 

その他の資産 

立地 － 

物件タイプ オフィスビルと異なる用途の資産 
 

オフィスビル 

立地 
東京経済圏を中心とした五大都市圏、 

地方政令指定都市等（注1） 

物件タイプ 
中小規模のオフィスビル（注3）（重点投

資対象）及びそれ以外のオフィスビル 

 

ホテル 

立地 

・日本全国の主要都市及びその周辺地

域又は観光地 

・宿泊需要等を総合的に勘案し、投資

対象となる資産の用途に適した地域 

物件タイプ 

・宿泊特化型ホテル（宴会施設等の付

帯設備を最小限とした宿泊に特化し

たホテル） 

・フルサービス型ホテル（複数のレス

トラン、宴会場、チャペル等の付帯

設備を備えたホテル） 

・リゾート型ホテル（フルサービス型

ホテルの特性に加え、リゾートエリ

アに位置するホテル） 

 

住宅（注4） 

立地 
東京経済圏を中心とした五大都市圏、 

地方政令指定都市等 

物件タイプ 
安定した賃貸需要及び賃料水準が見込

める一般賃貸住宅 

 

商業施設 

立地 
東京経済圏を中心とした五大都市圏、 

地方政令指定都市等 

物件タイプ 

ターミナル駅に隣接するエリア又は旧

来から商業施設や行政サービス施設等

が集積している繁華性が高いエリアに

所在する商業施設である「都市型商業施

設」（中心的な投資対象） 

 

その他用途の不動産 

立地 － 

物件タイプ 

上記用途に分類されない資産について、

個別の立地特性による地域性、収益不動

産としての汎用性等を総合的に考慮し

た上で、本投資法人の安定運用に寄与す

ると判断される物件 
 

（注1）五大都市圏とは、東京経済圏、大阪圏（大阪市）、名古屋圏（名古屋市）、福岡圏（福岡市）、札幌圏（札幌市）及びその近

郊の地域をいいます。地方政令指定都市等とは、五大都市圏以外に所在する政令指定都市並びに同都市以外の県庁所在地
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又はそれに準ずる都市である地方中核都市をいいます。以下、同様です。 

（注2）「ミドルサイズのオフィスビル」（Middle-sized Office）とは、延床面積が概ね 3,300 ㎡（約 1,000 坪）～33,000 ㎡（約

10,000坪）の範囲に属するオフィスビルをいいます。 

（注3）中小規模のオフィスビルとは、延床面積が概ね 33,000 ㎡（約 10,000 坪）未満で入居テナントのニーズを充足する一定の

ビルスペックを有したオフィスビルをいいます。 

（注4）本資産運用会社における投資検討の優先順位は、原則として、One プライベート投資法人を第一位とし、本投資法人を第

二位とします。 

 

（3）その他 

ホテル等のオペレーショナル・アセットの組入れに関連して、不動産関連資産の調査基準の改定

やオペレーター等の選定・管理基準の新設を行っています。 

 

 

3. 変更日 

2025 年 5 月 27 日（予定） 

※ 本投資主総会において本議案が原案のとおり承認可決されることを条件とします。 

 

 

4. 運用状況の見通し 

本変更による運用状況への影響はありません。 

 

 

5. その他 

本日付で、関東財務局長に臨時報告書を提出しています。 

 

 

以上 

 

※本投資法人のホームページアドレス：https://one-reit.com/ 

https://one-reit.com/

